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１ 中小事業者等一時金【第１期】の申請状況等 

 

（１）制度概要 

令和３年１月 20 日から２月７日にかけて要請された飲食店に対する営業時間の短

縮や不要不急の外出自粛により、事業活動に大きな影響を受けている市内事業者（個

人事業主を含む）に対し、一時金を支給するもの。 

 

（２）主な申請要件 

令和３年１月または２月の売上が前年（または前々年）同月比で 20％以上減少して

いること。  

※ 時短営業に伴う協力金受給者は対象外 

 

（３）支給額 

１事業者あたり２０万円（定額） 

※ 減収率 50％以上で要件に合致する事業者は３０万円 

 

（４）申請期間 

令和３年３月８日（月）から令和３年５月 31日（月）まで 

 

（５）申請件数等（令和３年６月 18日時点） 

 件 数 金 額 

（ア）申請件数 5,336件  

 （イ）支給済 5,001件 1,289,300千円 

（ウ）不支給決定済 208件 － 

（エ）審査中・支払待ち 127件 － 

 

【参考】 県内他市との申請状況の比較（令和３年６月 18日時点） 

 
想定件数 ① 申請件数 ② 申請率（②／①） 

長 崎 市 9,707件 5,336件 55.0％ 

佐世保市 5,200件 2,954件 56.8％ 

諫 早 市 2,100件 1,022件 48.7％ 
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２ 中小事業者等一時金【第２期】の制度概要 （以下、環境経済委員会資料抜粋） 

 

 

１ 概 要 

  第４波とも言われる新型コロナウイルス感染症の急速な拡大により医療体制のひっ迫

する中、長崎県から長崎市内の飲食店等に対して令和３年４月 28 日から６月７日まで営

業時間短縮要請がなされるとともに、市民への不要不急の外出自粛要請がなされた。 

この申請に伴って営業時間短縮要請に協力した飲食店等に対しては営業時間短縮要請

協力金が支給されることとなっているが、飲食点等に対して行われた営業時間短縮要請と

市民への不要不急の外出自粛要請に起因して、経営に支障が生じている飲食店等以外の業

種には協力金等の措置はされていない。 

そのため、長崎市内の飲食店等に対して行われた営業時間短縮要請と市民への不要不急

の外出自粛要請により、売上が減少した中堅・中小事業者を対象に、一時金を支給するこ

とにより、事業の継続と雇用の維持を支援する。 

 

２ 事業内容 

（１）対象事業者 

長崎県の要請に伴う飲食店等の営業時間短縮営業や不要不急の外出の自粛により直

接・間接の影響を受け、売上が減少した市内の中堅・中小事業者 

※長崎市営業時間短縮要請協力金の受給者は対象外 

 

（２）主な申請要件 

令和３年４月、５月または６月のいずれかの月の事業収入が対前年（または前々年）

同月比で 20％以上減少していること 

 

（３）支給額 令和３年４月、５月または６月の事業収入の減少額 

（減収要件を満たした月ごとに計算。ただし、いずれか２か月分まで） 

減収率 上限金額/月 

20％以上 50％未満 12.5万円/月 

50％以上 17.5万円/月 

 

（４）支給見込件数 ５,５００件 

※中小事業者等一時金（第１期）の支給件数見込約 5,000 件に、今回、営業時間短縮

要請期間が長期に及んだことに伴う影響を加味して 500件を上乗せ 

※20％～50％の減収率の事業者数 2,200件（全体の４割） 

50％以上の減収率の事業者数  3,300件（全体の６割） 

（５）申請期間（予定） ６月 28日（月）から８月 31日（火）まで 
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３ 予算額  ６７６,５００千円 

（１）一時金 ６６０,０００千円（県との協調事業） 

※10万円（県５万円＋市５万円）×3,300件×２か月分 

（２）事務費  １６,５００千円 

※委託料、広告宣伝費、振込手数料等 

 

４ 財源内訳 

事 業 費 
財  源  内  訳  

国庫支出金 県支出金※ 地方債 その他 一般財源 

千円 
676,500 

千円 
－ 

千円 
346,500 

千円 
－ 

千円 
－ 

千円 
330,000 

※県支出金 一時金 330,000,000円（@50,000×２か月×3,300件） 

      事務費  16,500,000円（@ 5,000×3,300件） 

 

 

 

【参考１】中小事業者等一時金（第２期）の支給イメージ 

   

  支給額：４月、５月または６月のうち、減収要件を満たす月の事業収入の減少額 

（最大２か月分）を支給 
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【参考２】全体の予算額 

  今回の中小事業者等一時金は、令和２年度からの繰越明許予算と合わせて実施 

○全体の予算額 １,４７３,５２２千円（６月補正予算と繰越明許予算の合計） 

（１）一時金  １,４４１,０００千円 

（２）事務費     ３２,５２２千円 

※委託料、広告宣伝費、振込手数料等 

 

財源内訳 

区  分 事業費 

  

国庫支出金※ 県支出金 一般財源 

県との協調事業 
（６月補正予算） 

千円 
676,500 

千円 
－ 

千円 
346,500 

千円 
330,000 

市の単独事業 
（繰越明許予算） 

千円 
797,022  

千円 
682,077  

千円 
－   

千円 
114,945  

合計 
千円 

1,473,522 
千円 

682,077 
千円 

346,500 
千円 

444,945 

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

 

全体の予算（６月補正予算と繰越明許予算の合計）のイメージ 
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【参考３】中小事業者等一時金 第１期と第２期の制度比較 

 

 中小事業者等一時金（第１期） 中小事業者等一時金（第２期）

1
令和３年１月20日～２月７日

（19日間）
令和３年４月28日～６月７日

（41日間）

2
令和３年１月、２月
（いずれか１か月）

令和３年４月、５月、６月
（いずれか２か月）

減収
▲20％

20万円（定額）
[市20万円]

各月12.5万円（上限額）×2か月
[市12.5万円×2か月]

減収
▲50％

30万円（定額）
[市20万円、県10万円]

各月17.5万円（上限額）×2か月
[市12.5万円×2か月、県５万円×2か月]

4 支給イメージ

時短要請期間

減収対象月

3 支給額

令和３年４月、５月または６月のうち

いずれか２か月
令和３年１月、２月のうちいずれか１か月


